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第１ 申請が申し合わせの趣旨に合致しているか研修委員会で審査する。 

 

第２ 研修委員会は、第１条により選出された申請を以下の基準に基づき優先順位を定め、

上位のものから補助することができる。 

 

  一 過去に補助を受けていない加盟館からの申請を上位とする。 

 

  二 同位の申請については、全研修委員の投票により順位を定める。 

 

  三 投票により同数となった申請は、当該申請を対象に全研修委員の投票により順位を

定める。 

 

  四 優先順位の決定は、優先順位を定めた申請の総額が公募の補助総額を越えない範囲

で行う。 

 

第３ 当該公募で生じた残額は、次回の公募に繰り越すこととする。 

 

第４ 本選定基準にて疑義が生じた場合は、研修委員会にて協議する。 

 

 


